
議案第６９号 
 
 
 

令和７年度中央市一般会計補正予算（第４号） 

 
 
 令和７年度中央市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 

 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２０，３０３千円を追加し、歳入歳出予 
 

算の総額を歳入歳出それぞれ１８，１２３，０６４千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 
 
第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 
 
 （債務負担行為の補正） 
 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 
 
（地方債の補正） 

 
第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 
 











第２表 繰越明許費補正 
 

追 加 

 

 

第３表 債務負担行為補正 
 

追 加 

 
 
第４表 地方債補正 
 
１ 追 加 

 
 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 ふるさとづくり応援寄附金事業 55,550 

  ３ 徴 税 費 賦課徴収費 4,030 

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 橋梁長寿命化修繕事業 8,500 

    市道 3169 号線歩道整備事業 22,981 

10 教 育 費 ２ 小 学 校 費 三村小学校施設整備事業 8,635 

合         計 99,696 

事   項 期  間 
限 度 額 

（千円） 

中央市広報紙印刷業務委託料 
令和７年度から 

令和８年度まで 
13,471 

起債の目的 
限度額 

（千円） 

起債の 

方  法 
利  率 償 還 の 方 法 

デ ジ タ ル 活 用 

推 進 事 業 債 
13,300 普通貸借 

5.0％以内(た

だし、利率見直し

方式で借り入れ

る資金について、

利率の見直しを

行った後におい

ては、当該見直し

後の利率) 

政府資金については、その融資

条件により、銀行その他の場合に

は、その債権者と協議する。 

ただし、財政その他の都合によ

り、据置期間及び償還期間を短縮

し、若しくは、繰上償還又は低利

に借換えすることができる。 



２ 変 更 
 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方  法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

一般 補助施設 

整備 等事業債 
13,500 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には、そ

の債権者と協

議する。 

ただし、財政

その他の都合

により、据置期

間及び償還期

間を短縮し、若

しくは、繰上償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

17,700 
普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には、そ

の債権者と協

議する。 

ただし、財政

その他の都合

により、据置期

間及び償還期

間を短縮し、若

しくは、繰上償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

 

 

 





議案第７０号 

 
 
 

令和７年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和７年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４，７９２千円を追加し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ３，１２３，３２４千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第７１号 

 
 
 

令和７年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和７年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４７，８００千円を追加し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ６４０，１６５千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第７２号 

 
 
 

令和７年度中央市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和７年度中央市介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７６，１０２千円を追加し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ２，３６１，７２７千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第７３号 

 
 
 

令和７年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和７年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める 
 
ところによる。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０，３２３千円を追加し、歳入歳出予算 
 

の総額を歳入歳出それぞれ１０５，０９９千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 













議案第７４号 

 

令和７年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和７年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和７年度中央市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業収益 ８４４，６６０千円        ５０千円 ８４４，７１０千円 

第２項 営業外収益     ５１１，６３９千円        ５０千円 ５１１，６８９千円 

 

支   出 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業費用 ８４４，６６０千円        ５０千円 ８４４，７１０千円 

第１項 営業費用     ７５２，９６１千円        ５０千円 ７５３，０１１千円 

  

 （資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的収入     ７８３，５７６千円     ３１千円 ７８３，６０７千円 

第２項 補 助 金    ２５４，４２０千円     ３１千円 ２５４，４５１千円 

 

支   出 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的支出     ９１０，９４０千円     ３１千円 ９１０，９７１千円 

第１項 建設改良費    ３６９，９９３千円      ３１千円 ３７０，０２４千円 

  

 （他会計からの補助金の補正） 

第４条 予算第９条中「３３２，０６３千円」を「３３２，１４４千円」に改める。 

  


